
医療用輸液ポンプ購入の仕様書 

 

１．調達物品及び構成の内訳 

  医療用輸液ポンプの購入                    ５６台     

 〈 内 訳 〉 

(1) 医療用輸液ポンプ TE-281A（本体及び付属品）        ５６台                          

 

２．設置場所・納入期限 

 (1) 設置場所  神奈川県立足柄上病院 ３号館２階 ME 機器管理室 

 (2) 納入期限  令和６年３月 29 日（金） 

 

３．調達物品の基本的要求用件 

(1)  技能及び技術等 

物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という）の要求要件（以下「技 

術的要件」という）は下記４に示すとおりである。 

(2)  搬入・据付条件 

ア 物品の搬入は協議の、発注者が指定した日時及び方法により行うこと。 

イ 搬入にあたっては発注者の指示に従い、患者の安全及びプライバシーに充分に注意し

作業すること。 

 ウ 据え付けに伴う付帯費用を含めて見積ること。 

エ 搬入、据付に際し必要な養生を行うこと。また、建物及び物品に損害を生じた場合は、

納入業者が事故の責任のもとに原状回復を行うこと。  

(3)  物品の調整、稼働準備 

ア 本物品が有効に稼働するために必要な調整について、受注者の負担により責任をもっ 

て行うこと。 

    イ 本物品導入の際には、新品の状態で納品すること。 

ウ 本物品を使用する者に対し、導入時安全使用講習を行い、安全運用及び保守に必要

な知識の説明及び指導を図ること。 

エ 入札物品は納入後においても、安定稼働が確保されるよう調整すること。 

(4)  保守点検体制 

ア 検収後１年以内に機器に発生した故障は、無償で保証すること。 

イ 本物品に必要な消耗品及び故障等の部品については最低限本物品の耐用年数内にお

ける供給が確保されていること。 

ウ 本装置の障害発生後、修理部品の供給が迅速に対応できること。 

 

 



４．調達物品の技術的要件 

4-1 流量設定範囲が微量から高流量（1ml/h～600ml/h）まで投与ができること。 

4-2 送液方式は容積制御方式（流量制御方式）であり、薬剤による流量・予定量の補正が不 

要であること。 

4-3 輸液予定量が幅広い範囲で設定ができること。 

4-4 上流側・下流側の閉塞状態を独立して検出でき、下流閉塞はモニタリングできること。 

4-5 下流閉塞警報が発生した際は、逆転回転して内圧を緩和し、ボーラス量を低減すること 

ができること。 

4-6 動作状態を色で確認できるインジケータがあること。 

4-7 過去の動作履歴が記憶されること。（履歴情報を得る事で故障原因など機器管理に有用） 

4-8 クレンメの閉じ忘れによるフリーフローを防止する機能を備えつつ、従来通りのクレンメ 

操作ができ、輸液セットにもクリップが付いており、機器による安全と人による従来通りの

操作の２重の安全性が確保できること。 

4-9 トレー式の架台でスタンドの左右どちら側でも設置できること。 

 

５．その他 

5-1  入札機器のうち医療機器については、入札時点で医薬品医療機器等法に基づく医療機器

の承認を得ている物品であること。 

 5-2  本仕様書に明記されていない事項でも、技術上、機能上又は保守管理上必要なものが発

生した場合は、事前に発注者と協議した後に滞りなく具備すること。 

5-3  その他不明な点は、発注者と協議の上、実施すること。 

 

以上 


